
大阪府枚方市の起業・創業支援 

出典：https://www.city.hirakata.osaka.jp/ 
今回の記事では、大阪府枚方市の起業・創業支援についてまとめています。 
特に、下記の情報について詳しくまとめています。 

●​ 助金・助成金 
●​ 創業セミナー・起業塾・交流会 
●​ 個別相談 
●​ 専門家の紹介制度 
●​ シェアオフィスなどのインキュベーション施設 
●​ 認定特定創業支援事業 

大阪府枚方市での起業・創業支援を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。 
なお、大阪府枚方市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そ

ちらもご参照ください。 

はじめに 
平成26年6月に、枚方市は「創業支援事業計画」の認定を国から受けました。地域活性化支援セ
ンター「ひらっく」を中核とし、枚方市、北大阪商工会議所、枚方信用金庫、日本政策金融公庫が

連携することによって、総合的な支援を行っています。 
創業希望者への支援体制の整備と強化を図ることで、令和5年～令和10年度にかけて、約
2,560人の支援と約570人の創業実現が目指されています。 
参考：枚方市「国の産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定について」、枚方市

創業支援事業計画 
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枚方市の起業・創業支援体制 
枚方市内の創業機能を結集し、枚方市立地域活性化支援センターを創業支援の中核としつつ、

枚方市、北大阪商工会議所、枚方信用金庫、日本政策金融公庫の連携が図られている点が枚

方市の創業支援の特徴です。 
創業実践塾の開催や各分野の専門スタッフに相談できる体制、インキュベートルームの貸出な

どの支援をはじめ、金融機関による融資支援など、連携支援機関の強みを活かし、創業者の発

掘・育成、創業環境の整備、事業化における補助や融資にいたるまで、トータルな支援体制が

整っています。 
枚方市が行う単独の支援策としては、「テイクオフ補助金制度」と「大阪府制度融資(開業サポー
ト資金)に係る信用保証料補給金」が設けられています。 
参考：枚方市創業支援事業計画 
 

枚方市と連携して創業支援している団体 
枚方市立地域活性化支援センター 

 
出典：https://www.hirakata-kassei.jp/ 
(引用)枚方市立地域活性化支援センター「ひらっく」は、新たな事業の創出に加え、地域産業の
振興を図るため、起業相談や売上アップ、資金繰りなど経営に関するさまざまな相談にお応えし

ます。 
さらに、多くの方の知見を活用できるコミュニティ型の創業支援施設として、創業支援のワンス

トップ相談窓口となり、専門家による経営相談、人材及び組織の育成支援等を行うとともに、利

用者同士が交流でき、ビジネス面での相乗効果が期待できる機会を創出しています。またセミ

ナー・講演会の開催や会議室、セミナールームの貸し出しも行っています。(/引用) 
引用：枚方市立地域活性化支援センター"ひらっく"とは？ 
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北大阪商工会議所 

 
出典：https://kocci.or.jp/ 
(引用)中小企業の新たなチャレンジや様々な課題解決を、経営支援に通じた応援コーディネー
ター・アドバイザーと当所経営指導員や情報センター、弁護士・税理士・中小企業診断士等の専

門家や地域金融機関、大学、産業支援機関などとの連携によりサポートします。 
また、各テーマに沿ったセミナーや専門家による個別相談会も開催します。(/引用) 
引用：北大阪商工会議所「経営革新・創業・技術指導・事業助成」 
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枚方信用金庫 

出典：https://www.hirakata-shinkin.co.jp/ 
(引用)ひらしんは「創業の夢」と「次へのステップ」を全力でアシストいたします。 
・創業支援金​
　当金庫では、創業をお考えの方や、創業間もない事業者の方に対する支援メニューとして、創

業支援対応型融資「アシスト」をご用意し、経営面や資金面での支援に注力しております。​
・無料個別相談​
　お客様が抱える様々な課題にお応えするため、税理士や中小企業診断士など、各分野の専門

家とモニターを通じてご相談いただけるWEB相談ブースをご用意しております。​
・ひらしん創業祝い金制度​
　創業支援対応型融資「アシスト」をご利用いただいた方を対象に「創業祝い金」として1社10万
円を贈呈しております。（毎年度30社限定、その他一定の贈呈条件がございます。）(/引用) 
引用：しんきん創業の扉「枚方信用金庫」 
 

日本政策金融公庫 
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出典：https://www.jfc.go.jp/ 
(引用)創業前及び創業後間もない方は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が困難な
場合が少なくありません。 
このような創業企業についても積極的に融資を行っています。 
また、創業希望者が各地域において、創業支援の情報をワンストップで入手できるように、市区

町村、商工会議所・商工会、地域金融機関などの創業支援機関と連携した創業支援ネットワーク

を全国各地で構築しています。(/引用) 
引用：国民生活事業 

枚方市起業・創業支援一覧 
項目 内容 

斡旋融資・創業融資 

△ 

枚方市が行う斡旋融資はない。 
枚方市が行う創業融資はないが、日本政策金融公
庫の「新規開業資金」、「新規開業資金（女性、若
者/シニア起業家支援関連）」が利用できる。 

補助金・助成金 
◯ 

枚方市では「テイクオフ補助金制度」、 
「大阪府制度融資(開業サポート資金)に係る信用
保証料補給金制度」を設けている。 

創業セミナー・起業塾 

△ 

枚方市で実施している創業塾はないが、枚方市立
地域活性化支援センターで下記の創業塾を実施。 
・きらら創業実践塾 
・きらら創業実践塾（短期集中型） 
・起業街道 枚方塾 
また北大阪商工会議所によって、起業者希望者向
けの各種セミナーも開催されている。 

交流会 

△ 

枚方市が実施する創業者向けの交流会はない
が、下記の組織で実施。 
・枚方市立地域活性化支援センター 
・北大阪商工会議所 

個別相談 

△ 

枚方市では個別相談を受け付けていないが、下記
の組織で実施。 
・枚方市立地域活性化支援センター 
・北大阪商工会議所 
・枚方信用金庫 
・日本政策金融公庫 

専門家の紹介制度 
△ 

・枚方市には専門家の紹介制度がないが、下記の
組織で実施。 
・北大阪商工会議所 

シェアオフィスなどのインキュ
ベーション施設 △ 

枚方市立地域活性化支援センターによってイン
キュベートルーム、コワーキングスペース・シェアオ
フィスが運営されている。 

認定特定創業支援事業 ◯ 枚方市では「特定創業支援事業」を行っている。 
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※特定創業支援事業の優遇措置については、枚
方市HPにて詳細あり 

その他支援 × 枚方市によるその他の支援はない。 

 

枚方市の斡旋融資・創業融資 

枚方市の斡旋融資制度 
枚方市による斡旋融資制度はありません。 

枚方市の創業融資制度 
枚方市で行っている創業融資制度はありませんが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新

規開業資金（女性、若者/シニア起業家支援関連）」が利用できます。 

新規開業資金（日本政策金融公庫） 

制度内容 日本政策金融公庫 国民生活事業では、幅広い方の創業・スタートアップを「新規
開業資金」にて重点的に支援しております。 

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方（注1） 

使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転
資金（注2） 

限度額  7,200万円（うち運転資金4,800万円） 

貸付期間 
設備資金 20年以内＜うち据置期間5年以内＞ 

運転資金 10年以内 
＜うち据置期間5年以内＞（注2） 

利率（年） 

基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金（原則として土地に
かかる資金を除く。）は特別利率。 
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を
0.2％引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。 

1.女性の方、35歳未満または55歳以
上の方 
2.外国人起業活動促進事業における
特定外国人起業家の方で新たに事業
を始める方 
3.創業塾や創業セミナーなど（産業競
争力強化法に規定される認定特定創
業支援等事業）を受けて新たに事業を
始める方 
4.「中小企業の会計に関する基本要
領」または「中小企業の会計に関する
指針」を適用しているまたは適用する

[特別利率A] 
・3に該当する方のうち、女性の方また
は35歳未満の方は[特別利率B] 
・6に該当する方のうち、過疎地域で新
たに事業を始める方は[特別利率B] 
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予定の方であって、自ら事業計画書
の策定を行い、認定経営革新等支援
機関（税理士、公認会計士、中小企業
診断士など）による指導および助言を
受けている方 
5.地域おこし協力隊の任期を終了した
方であって、地域おこし協力隊として
活動した地域において新たに事業を
始める方 
6.Uターン等により地方で新たに事業
を始める方 

7.デジタル田園都市国家構想交付金
（旧：地方創生推進交付金を含む。）を
活用した起業支援金の交付決定を受
けて新たに事業を始める方 

[特別利率B] 

8.デジタル田園都市国家構想交付金
（旧：地方創生推進交付金を含む。）を
活用した起業支援金および移住支援
金の両方の交付決定を受けて新たに
事業を始める方 

[特別利率C] 

9.日本ベンチャーキャピタル協会の会
員（賛助会員を除く。）等または中小企
業基盤整備機構もしくは産業革新投
資機構が出資する投資事業有限責任
組合等から出資を受けている方（見込
まれる方を含む。） 

[特別利率B] 

10.技術・ノウハウ等に新規性がみら
れる方（注3） [特別利率A・B・C] 

担保・保証
人 

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、 
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。 

併用できる
融資制度 

経営者保証免除特例制度 
創業支援貸付利率特例制度 
設備資金貸付利率特例制度（東日本版） 
賃上げ貸付利率特例制度 

お問合せ先 日本政策金融公庫 

（注1）「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行す
る能力が十分あると認められる方」に限ります。​
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。 
（注2）「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために
必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内（うち据置期間5年以内）までご
利用いただけます。 
（注3）次のいずれかの事業を行う方が対象となります。 

●​ 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業 
●​ SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開
発した技術を利用して行う事業 

●​ 新規中小企業者（エンジェル税制の一定の要件を満たす方）が行う事業 
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●​ 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組
む事業 

●​ J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究
開発やその事業化に関する事業（一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は
基準利率となります。） 

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域
が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除
区域が所在した市町村内において創業する方へ】 
こちらをご覧ください。 

引用：新規開業資金 
 

新規開業資金（女性、若者/シニア起業家支援関連）（日本政策金融公庫） 

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方（注1）のうち、 
女性または35歳未満か55歳以上の方 

使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転
資金（注2） 

限度額 7,200万円（うち運転資金4,800万円） 

貸付期間 
設備資金 20年以内＜うち据置期間5年以内＞ 

運転資金 10年以内＜うち据置期間5年以内＞（注2） 

利率（年） 

女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A（土地にかかる資金は基
準利率）。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金（土地にかかる資
金を除く。）はそれぞれに定める特別利率。 
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を
0.2％引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。 

デジタル田園都市国家構想交付金（旧：地方創生推進交付
金を含む。）を活用した起業支援金の交付決定を受けて新
たに事業を始める方 

[特別利率B] 

デジタル田園都市国家構想交付金（旧：地方創生推進交付
金を含む。）を活用した起業支援金および移住支援金の両
方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 

[特別利率C] 

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方（注3）（土地にかか
る資金は基準利率） 

[特別利率A・B・C] 
 

担保・保証
人 

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、 
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。 

併用できる
融資制度 

経営者保証免除特例制度 
創業支援貸付利率特例制度 
設備資金貸付利率特例制度（東日本版） 
賃上げ貸付利率特例制度 
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https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/wage_increase_m.html


お問合せ
先 日本政策金融公庫 

（注1）「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行す
る能力が十分あると認められる方」に限ります。​
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。 
（注2）「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために
必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内（うち据置期間5年以内）までご
利用いただけます。 
（注3）次のいずれかの事業を行う方が対象となります。 

1.​ 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業 
2.​ SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開
発した技術を利用して行う事業 

3.​ 新規中小企業者（エンジェル税制の一定の要件を満たす方）が行う事業 
4.​ 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組
む事業 

5.​ J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要
件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業 

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域
が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除
区域が所在した市町村内において創業する方へ】 
こちらをご覧ください。 

引用：新規開業資金（女性、若者/シニア起業家支援関連）/ 女性、若者/シニア起業家支援資金 

枚方市の補助金・助成金 

テイクオフ補助金制度（枚方市） 
枚方市では創業者が事務所を借りる際に建物の賃借料を補助する「テイクオフ補助金制度」を設

けています。詳細は下記のとおりです。 

概要 創業初期の中小企業者に対して、事務所等の用に供する建物の賃借料
を補助します。 

補助対象者 

下記に該当する者が交付対象者となります。 
●以下のいずれかに該当する者 
・インキュベートルームを1年以上使用し、補助金交付申請時に使用終
了後1年を経過していない者 
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村か
ら受けた者であって、補助金の交付の申込み時において当該証明の有
効期限を経過していない者 
●市内に在住し、住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）に規定する
住民基本台帳に記録されている者であること（法人の場合にあっては、
登記された本店の所在場所が市内にある者であること。） 
●市税等を滞納していないこと 
要件の詳細については商工振興課までお問い合わせください。 

https://www.jfc.go.jp/
https://sbir.csti-startup-policy.go.jp/blank-5
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shinki_shinsai.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigyouka_m.html


補助対象建物 (いず
れにも該当すること 

●補助対象者が自ら賃貸借契約を締結しているものであること。 
●事業を営むために継続して使用するものであること。  
●市内にあり、住居と兼用しないものであること。  
●貸主が次のいずれかに該当しないこと。  
イ． 補助対象者の3親等内の親族  
ロ． 経営する者が補助対象者又は補助対象者の3親等以内の親族であ
る法人  
ハ． ロに該当する法人の子会社その他イ又はロに掲げる者に準ずると
市長が認めるもの 

補助対象経費 
 

補助対象者が賃借する事務所（店舗、研究所、工場等を含む）の用に供
する建物の賃借料 
（但し、敷金、礼金、共益費その他これに類する費用は除きます。） 
当初の補助金の交付対象となった最初の月から起算して12ケ月までの
賃借料が対象です。 

補助金の額 
 

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額（1,000円未満の端数は切り捨
てた額） 
月額5万円を上限とします。 

お問い合わせ先 
枚方市 観光にぎわい部 商工振興課 
住所：〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号 
電話番号：：072-841-1325 

引用：枚方市「テイクオフ補助金制度」、枚方市テイクオフ補助金のご案内 
 
また大阪府制度融資（開業サポート資金）に係る信用保証料補給金も設けられています。 

大阪府制度融資（開業サポート資金）に係る信用保証料補

給金（枚方市） 

概要 

本市では、大阪府制度融資(開業サポート資金「開業資金」、開業サ
ポート資金「地域支援ネットワーク型」)融資を受け、市内で開業した事
業者を対象に、大阪信用保証協会へ支払った信用保証料を最高10万
円まで補助します。 

対象者（次の1.から
4.の条件を満たす事
業者） 

1.​ 本市で既に開業しており、現在も事業を行っていること。 
2.​ 大阪府制度融資のうち、開業サポート資金「開業資金」もしくは
開業サポート資金「地域支援ネットワーク型」の融資を受けてい
ること。 

3.​ 信用保証料を支払っていること。 
4.​ その年度での申請が初めてであること。 

お問い合わせ先 
枚方市 観光にぎわい部 商工振興課 
住所：〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号 
電話番号：072-841-1381 

引用：枚方市「大阪府制度融資(開業サポート資金)に係る信用保証料補給金について」 
 

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003470.html
https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000003/3470/R4_annai_takeoff.pdf
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003465.html


枚方市の創業セミナー・起業塾 
枚方市立地域活性化支援センターでは、3種類の創業塾を開催しています。 



きらら創業実践塾（枚方市立地域活性化支援センター） 

 



概要 

きらら創業実践塾は、創業希望者、創業間もない事業者、第二創業を目指
す事業者・後継者などを対象として、ビジネスプランの作成から実現に至る
までを総合的に⽀援する通年講座です。 
創業に必要な基礎知識を習得し、ビジネスプランを1年間かけて組み⽴て
ます。 
枚⽅ならではのビジネスの創造に向けて、新たな地域の担い⼿の育成や、
受講者間および地域で創業した卒業生・専⾨家とのネットワークを構築す
ることで、地元で創業しやすい環境をつくり、地域の発展に貢献していくこと
を目指しています。 

こんな人にお勧
め 

・起業したいが何から始めたらいいの？ 
・目標・計画の立て方がわからない… 
・強みを活かすためにはどうしたらいいの？ 

対象 
創業希望者、創業間もない事業者、第二創業を目指す事業者、後継者で
事業を営む事を予定する方。具体的なビジネスアイデアを有している方。※
カリキュラム全体の80％以上の出席が見込まれること。 

1年の講義内容 
 

＜基礎を学ぶ＞ 
開業準備​
経営・労務・資金・税務など→アドバイザーと共に、ご支援いたします 
創業のための学習と実践​
+α事業計画のブラッシュアップ​
創業実践塾（前期・後期）での講義を通して、経営の基礎知識の定着と事
業の成功確度を高めます。 
＜夢を形に＞ 
ビジネスモデルの構築​
■実行計画書の作成​
■収支計画書の作成​
→サービスイン（開業） 
人的ネットワークの構築​
ビジネスパートナーや経営資源の確保 
＜卒業後は＞ 
インキュベートルームへの挑戦​
新しい発想やアイデアを持っている人・新しい事業分野に挑戦しようとする
人に、負担の少ない使用費用で事業立ち上げの拠点となる事務所スペー
スを貸し出します 
テイクオフ補助金​
インキュベートルーム卒業者を対象に、事務所等の用に供する建物の賃借
料を、月額5万円を上限に補助 

募集人数 10名程度 

参加費用 月額8,000円程度 

お問い合わせ先 
枚方市立地域活性化支援センター 
住所：枚方市車塚1-1-1輝きプラザきらら 
電話番号：050-7105-8080 

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。 



引用：きらら創業実践塾 
 

https://www.hirakata-kassei.jp/sogyo/


きらら創業実践塾 （短期集中型）（枚方市立地域活性化支
援センター） 

 



概要 

5日間で、創業に必要な知識を学び、アイデアを具体化する事ができるセ
ミナーです。 
ビジネスアイデアがある方、まだアイデアがない方、すでに創業している
方等、「創業」について学びたい方は大歓迎です。 
当セミナーで、あなたのアイデアを具体化し、創業をかたちにしましょう！ 

こんな人にお勧め 

1.​ 考えているビジネスモデルが成立するのか見てほしい 
2.​ お金のことが苦手 
3.​ 1人で調べたり本を読んでもよくわからない 
4.​ 自分がやりたいことの整理をしたい 
5.​ 枚方で創業する仲間と出会いたい 

対象 起業に関心がある方 

カリキュラム 

＜1日目＞ビジネスアイデアの見つけ方・育て方 
＜2日目＞「売りたいもの」ではなく「売れるもの」 
＜3日目＞最近の人材事情・採用・雇用のルール 
＜4日目＞経営者として知っておきたい「もうけ」と「お金」 
＜5日目＞ビジネスモデルまとめ、起業に向けた行動計画 

日時 いずれも土曜日14時〜16時（全5日間） 

会場 輝きプラザきらら 5階 
枚方市立地域活性化支援センター セミナー室1 

定員 20名 

持ち物 参加費5,000円（全5回分）・筆記用具・（あれば）名刺 

講師 ツクルミライ合同会社 高松留美さん 

お問い合わせ先 
枚方市立地域活性化支援センター 
住所：枚方市車塚1-1-1輝きプラザきらら 
電話番号：050-7105-8080 

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。 
引用：きらら創業実践塾（短期集中型） 
 

https://www.hirakata-kassei.jp/sogyo_short/


若手起業家支援 「起業街道 枚方塾」（枚方市立地域活性化
支援センター） 

概要 起業に対する意欲や発想はあるが、知識や経験が不足している若手の
起業家を対象に、学びと実践の場を提供するプログラムを実施します。 

実施形式 
・集合研修（毎月1回） 
・メンターを交えた打合せ（随時） 
・専門家相談（随時） 

参加資格 枚方市内に在住・在学・在職又は、枚方市内で事業を実施予定（実施
中）の若手起業家。 

参加方法 書類審査 

定員 4組程度 

お問い合わせ先 
枚方市立地域活性化支援センター 
住所：枚方市車塚1-1-1輝きプラザきらら 
電話番号：050-7105-8080 

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。 
引用：【募集】若手起業家支援事業「起業街道 枚方塾」受講者募集のお知らせ 
 
 
また北大阪商工会議所では、創業セミナーを開催しています。 

https://www.hirakata-kassei.jp/news/2023/122143/


創業セミナー（北大阪商工会議所） 

 



セミナー名 創業プレセミナー～創業のヒント・成功の鍵を学ぼう！～ 

概要 

新たに創業を計画されている方、創業にご興味を持たれている皆様に向
けて、「創業するにあたり何を考えていかないといけないのか」「何から始
めるべきか」など、基礎的なことを学んでいただけるセミナーを開催しま
す。無料ですのでぜひ、ご参加ください。 

場所 枚方ビオルネ5階　ビィーゴイベントルームA（枚方市岡本町7-1） 

定員 30名（要予約） 

参加費 無料 

講師 谷村真理氏（大阪府よろず支援拠点チーフコーディネーター、中小企業診
断士） 

お問い合わせ先 
北大阪商工会議所 中小企業相談所 支援課 
住所：〒573-1159 枚方市車塚1-1-1 輝きプラザきらら6階 
電話番号：072-843-5154 

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。 
引用：北大阪商工会議所「創業プレセミナー～創業のヒント・成功の鍵を学ぼう！～」 

枚方市の交流会 
枚方市立地域活性化支援センターでは、創業を目指す方やすでに創業をした方、地元の経営者

らが集まって行うカフェ形式の交流会「ひらかたビジネスカフェ」を開催しています。創業にあたっ

ての体験談や生の事例を学ぶことができます。 

https://kocci.or.jp/publics/index/18/detail=1/b_id=41/r_id=2797/#block41-2797


ひらかたビジネスカフェ（枚方市立地域活性化支援セン

ター） 

 



イベント名 売り込まなくても売れる私になる方法 

概要 

自分の魅せ方がよくわからない…。また会いたい！あなただからお願いし
たい！と言われたい！そんな方は“お茶しながら起業のコツが学べる） ひ
らかたビジネスカフェ ”にぜひご参加ください。セミナー講師やコンサルタ
ントとしてご活躍の吉田正美さんが、ブランディングのコツを話します。 

対象者 起業に関心がある方など 

場所 枚方市立地域活性化支援センター（枚方市車塚1-1-1輝きプラザきらら）5
階 

講師 おもてなしマインド合同会社 吉田正美さん 

定員 14名（先着順） 

持ち物 筆記用具、（あれば）名刺 

参加費 1,000円 

お申し込み・お問
い合わせ先 

枚方市立地域活性化支援センター 
住所：枚方市車塚1-1-1輝きプラザきらら 
電話番号：050-7105-8080 

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。 
引用：枚方市で創業を志す方へ「夢の具体化から経営まで全力でサポートします」、枚方市立地

域活性化支援センター「ひらかたビジネスカフェ」、「売り込まなくても売れる私になる方法」チラシ 
 
また、後述する枚方市立地域活性化支援センターによるインキュベートルームに入居した場合

は、使用者同士での交流ができるほか、経営者や専門家など地域の産業に係わる関係者と幅

広く意見交換を行う機会が得られます。 
インキュベートルーム（枚方市立地域活性化支援センター） 
参考：枚方市立地域活性化支援センター「インキュベートルーム」 
 

起業家交流会（北大阪商工会議所） 
北大阪商工会議所でも起業家のための交流会が開催されています。過去に開催された一例は

下記のとおりです。 

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000006968.html
https://www.hirakata-kassei.jp/seminar/category/29501/
https://www.hirakata-kassei.jp/seminar/category/29501/
https://www.hirakata-kassei.jp/files/seminar/2024/2024_cafe_05_ogp.pdf
https://www.hirakata-kassei.jp/incubateroom/


 

イベント名 起業女性のための交流会～地域コミュニティからビジネスを広げていこう
～ 



概要 

起業に興味を持たれている又すでに起業をされている女性の皆様、悩み
や想いを共有できる場所はありますか？　 
ご自身の想いや、やりたい事についてアウトプットができるようになるため
の交流会を開催いたします。 
講師にはLED関西ファイナリストの新田 昌恵氏をお招きし、地域コミュニ
ティと起業について、ご自身の経験からお話いただきます。 
また、参加者同士での意見交換会も行いますので、ぜひご参加ください！ 
これから起業を考えている方、お子様連れの方も大歓迎です！ 

会場 ビィーゴイベントルームC（枚方ビオルネ5階） 

定員 20名程度（要予約） 

参加費 500円（当日現金で頂戴いたします） 

お申し込み・お問
い合わせ先 

北大阪商工会議所 中小企業相談所 支援課 
住所：〒573-1159 枚方市車塚1-1-1 輝きプラザきらら6階 
電話番号：072-843-5154 

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。 
引用：北大阪商工会議所 「起業女性のための交流会～地域コミュニティからビジネスを広げてい
こう～」 
 
枚方市の個別相談 
枚方市と連携して創業支援を行っている枚方市立地域活性化支援センター、北大阪商工会議

所、枚方信用金庫、日本政策金融公庫では個別相談を受け付けています。 
創業に関する煩雑な手続きから起業後の販路開拓や必要な資金の手当ての方法まで、相談員

が専門家と連携し、回答してくれます。 
北大阪商工会議所には中小企業相談所が設置されており、経営指導員が在籍しています。　

「記帳や税務申告の仕方がわからない」、「開業資金を借りたい」、「どこに何の届けをだせばい

いのか」など、創業を目指す方のご相談に応じてくれます。また日本政策金融公庫の「新規開業

ローン」などの創業支援融資の申込み手続きや事業計画書作成のサポートも得られます。 
参考：枚方市立地域活性化支援センター「創業支援メニュー」、北大阪商工会議所「 
経営に関するご相談」 
 

枚方市の専門家の紹介制度 
北大阪商工会議所では、専門家・支援機関と共同での相談対応も行っています。法律、税務・経

理、経営一般、労務、特許・商標、金融など、あらゆる相談に対して、それぞれの専門家より適切

なアドバイスを受けることができます。 
北大阪商工会議所の窓口で専門家に相談することも可能ですが、事業所訪問も行っています。 
参考：北大阪商工会議所「経営に関するご相談」 
 

https://kocci.or.jp/publics/index/18/detail=1/b_id=41/r_id=2727/#block41-2727
https://kocci.or.jp/publics/index/18/detail=1/b_id=41/r_id=2727/#block41-2727
https://www.hirakata-kassei.jp/keiei/sogyo_shien/
https://kocci.or.jp/publics/index/27/
https://kocci.or.jp/publics/index/27/
https://kocci.or.jp/publics/index/27/


枚方市のシェアオフィスなどのインキュベーション

施設 
枚方市立地域活性化支援センターによって「インキュベートルーム」が運営されています。 

インキュベートルーム（枚方市立地域活性化支援センター） 

概要 
企業や起業家を支援・育成するために、負担の少ない使用料でオフィス
となる場所を貸し出し、専任のスタッフが豊富な経験に基づいてビジネス
モデルや企業経営をアドバイスを行い、独り立ちを支援しています。 

募集資格 

1.​ 枚方市内で1年以内に、新たなビジネスを立ち上げようとする
者、または創業3年未満の法人・個人 

2.​ 枚方市内で新事業の創出、新分野への進出または第二創業に
挑戦する中小企業 

※創業にはNPOによるコミュニティ・ビジネスも含まれます。 

入居のメリット 

枚方市立地域活性化支援センター「ひらっく」のインキュベートルームで
は、 ビジネスプランのブラッシュアップ、資金調達や販路開拓のための
アドバイス、経営者や専門家を招いての交流会など様々な支援を行い、
事業化を個別にサポートします。 
さらに、当インキュベートルームは枚方市の「特定創業支援等事業」と
なっているので、使用者は条件を満たせば枚方市が発行する証明書を
取得し、会社設立時の登録免許税軽減等の支援も受けることができま
す。 

こんな人にお勧め 

・格安で事務所を利用することで経費を抑えたい 
・中小企業診断士、税理士など各分野の専門家の支援を受けたい 
・他の入居者や卒業したOB・OGと横のつながりを持ちたい 
・特定創業支援等事業の優遇措置を利用したい 
・卒業後に枚方市のテイクオフ補助金を活用したい 

支援サービス内容 
 

枚方市立地域活性化支援センター「ひらっく」のインキュベートルーム
は、インキュベーションマネージャーを中心とし、各分野の専門家、枚方
市などが支援主体となり、事業の立ち上げ時に直面する様々な課題に
対して支援を行っています。 
・専門アドバイザーによる支援：経営一般、情報化、資金調達、税務、労
働、マーケティング等の各分野の専門家が個別相談を行います。 
・交流会：インキュベートルーム使用者同士の交流はもちろん、経営者・
専門家など地域の産業に係わる関係者と幅広く意見交換を行います。 
・情報提供：大阪府、枚方市、金融機関等からの情報提供を行います。
また起業に必要なスキル習得・ブラッシュアップのための各種セミナー等
もご案内いたします。 



部屋数 12室（すべて個室） 

使用期間 1年間（更新により最長3年間使用可） 

仕様・料金 
（※使用料金には
水道光熱費を含み
ます。共益費無・保
証金無） 
 

部屋タ
イプ 面積 部屋数 使用料金 

（月額） 部屋番号 

Aタイプ 
28.16平方メートル 
（間口3.08m・奥行き
8.15m） 

8室 28,100円 

2号室、3号
室、4号室 
5号室、7号
室、9号室 
10号室、11
号室 

Bタイプ 
31.68平方メートル 
（間口3.08m・奥行き
8.15m） 

1室 31,600円 1号室 

Cタイプ 
33.44平方メートル 
（間口3.08m・奥行き
8.15m） 

2室 33,400円 6号室、12号
室 

Dタイプ 
25.50平方メートル 
（間口3.08m・奥行き
8.15m） 

1室 25,500円 8号室 

設備 
 

・電話線受け口：1、机：2、ロッカー：1、洗面台1（Dタイプ以外） 
・通信回線：フレッツ光ネクストマンションタイプ（電話回線も含め使用者
負担となります） 
・共有利用設備：給湯室、トイレ、商談スペース、相談スペースなど 
【有料】​
セミナー室、パソコン研修室、国際交流室、たまゆらイベントホール（大
研修室）、コピーサービスなど 

お問い合わせ先 
枚方市立地域活性化支援センター 
住所：枚方市車塚1-1-1輝きプラザきらら 
電話番号：050-7105-8080 

引用：枚方市立地域活性化支援センター「インキュベートルーム」、インキュベートルーム募集要

項 
 
上記のほかにも、枚方市立地域活性化支援センターの5階にはコワーキング・シェアオフィスが
設置されています。 

https://www.hirakata-kassei.jp/incubateroom/
https://www.hirakata-kassei.jp/incubateroom/boshu/
https://www.hirakata-kassei.jp/incubateroom/boshu/


コワーキング・シェアオフィス（枚方市立地域活性化支援セ

ンター） 

概要 

起業や経営の相談ができる枚方市立地域活性化支援センター「ひらっく」
のコワーキング・シェアオフィスは、利用者が気軽に集まり、コミュニケー
ションを通して、お互いのアイデアやビジネスを磨き合い、互いの起業や
事業の成長につなげることを目指します。 
大阪産木材を使用した、明るく開放的な空間の中、集中作業が可能な個
別ブース、利用者同士が交流できるスペースを備え、テレワークや商談
の場など様々なシーンでご利用いただけます。 

特色ある３つのエ
リア 
 

1.オープンイノベーションスペース：利用者同士の交流を促進するイベン
トの開催、専門家による知識習得のためのセミナーなどを定期的に開催
します。 
2.シェアオフィス：地域に根付く事業を展開し、コワーキングを含む他の利
用者やイベント参加者との交流活動に積極的に協力いただける事業者
の入居を歓迎しています。 
 
3.コワーキングスペース：オープンデスクのほかオンラインミーティング用
のWEBブース、周囲からの目線を遮り集中できる個別ブース、半個室の
会議スペースなどもあり、1人の集中作業から共同作業まで状況に合わ
せて場所が選べるレイアウトになっています。 
・起業準備中の方・起業された方の作業スペース 
・テレワークの場所 
・サテライトオフィス 
として、負担の少ない使用料で利用できます。 

子ども預かりサー
ビス 
 

コワーキングスペースと同じフロアにある保育室に、お子さんを預けられ
ます。 
コワーキングスペースの使用者、コワーキングスペースで開催されるイベ
ントやセミナーの参加者などが利用できます。 

料金 
シェアオフィス 

月額11,900円〜15,900円 
※シェアオフィス入居者のうち最大2名、コワーキン
グスペースを無料で利用可能。 

コワーキングス
ペース 

随時使用1回300円〜（3時間以内） 
定期使用（月額）5,000円 

施設・設備 
 

シェアオフィス 

・部屋数：4室（鍵付き個室、ただし壁と天井の間に
隙間が空いているブースタイプ） 
・使用期限：原則1年間。月単位の利用も可。 
・設備： 
ワークデスク---2台 
チェア---2脚 
キャビネット(鍵付き)---2台 
電源---4口 
無線Wi-Fi あり（シェアオフィス入居時にパスワード
をお伝えします） 
※4号室のみ、上記に追加し、打ち合わせ用丸
テーブル及びチェア2脚あり。窓の眺望なし。 



コワーキングス
ペース 

・備品：スマホ充電器、大型ディスプレイ（24イン
チ）、ホワイトボード 
・設備：高速Wi-Fi、自動販売機、電子レンジ 

お申し込み・お問
い合わせ先 

枚方市立地域活性化支援センター 
住所：枚方市車塚1-1-1輝きプラザきらら 
電話番号：050-7105-8080 

引用：枚方市立地域活性化支援センター「コワーキング・シェアオフィス」 
 
 

市の認定特定創業支援事業 
枚方市で約1か月以上継続して特定創業支援等事業を受けることで経営・財務・人材育成・販路
開拓の知識をすべて取得し、証明書の交付を希望する方は枚方市立地域活性化支援センター

「ひらっく」にご相談ください。 
申請し交付が認められると、枚方市で起業する場合に下記の優遇措置が受けられます。 

登録免許税の
軽減 

会社(株式会社・合同会社)設立時の登録免許税が2分の1に軽減されます。 
 
株式会社：15万円→7.5万円（最低税額の場合。登録免許税：資本金の0.7％
→0.35％）​
合同会社：6万円→3万円（最低税額の場合。登録免許税：資本金の0.7％
→0.35％） 

創業関連保証
の特例 

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利
用可能です。 

日本政策金融
公庫新規開業
支援資金の貸
付利率の引き
下げ 

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引き下げ対象として利用
可能です。 

お問い合わせ
先 

枚方市  観光にぎわい部 商工振興課 
住所：〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号 
電話番号：072-841-1221 
 

引用：枚方市 「特定創業支援等事業を受けた場合の支援内容」 
 

枚方市のその他支援 
枚方市によって行われるその他の支援はありません。 
 

https://www.hirakata-kassei.jp/comarea/
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000006968.html#link-001
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